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― 令和５年度 公募要領 ―

川崎市では、本市のものづくり企業の集積を維持・強化することを目的として、市内中

小製造業者が近隣との調和を図るために行う操業環境の改善（防音・防振・脱臭、浸水対

策等）に向けた取り組みに対して、経費の一部を助成します。

助成対象者 助成対象地域に工場を有する中小製造業者 

ただし、令和４年度及び令和５年度に助成金の交付決定を受けた 

事業者を除く 

助成対象事業・地域 ・助成対象経費の総額が１０万円以上の事業 

・工場の操業環境の改善に資する事業 

＜対象地域＞ 

 ①防音・防振・脱臭対策：市内全域（一部地域を除く。P３参照）

 ②浸水対策：各種ハザードマップ等において浸水の可能性を有

する地域 

助成対象経費 防音・防振・脱臭・浸水対策等を目的とした設備の設置に係る費用、

生産設備の改造・交換に係る費用、建物の改修工事に係る費用等 

助成率 助成対象経費の３／４以内 

助成限度額 ３００万円 

申請手続き 申請される方は、事前に御連絡の上、申請書類を直接経営支援課へ

持参してください。申請書類は川崎市ホームページからダウンロ

ードできます。 

募集方法 申請書類の受付は毎月末を締切とし、予算額に達した月に募集を

終了します。（予算額に達しない場合でも、令和６年（２０２４年）

１月３１日（水）に募集を終了します。） 

選定方法 申請書類受付後、書類審査（必要に応じてヒアリング又は現地調

査）を行い、交付先を決定します。 

川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度

【操業環境改善支援】

【お問合せ・申請先】

川崎市経済労働局経営支援部 経営支援課 立地調整担当

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11－2川崎フロンティアビル 10階
電 話：044（200）2333 ＦＡＸ：044（200）3920 
ＨＰ：http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000096659.html 

「川崎市 がんばる 環境改善」で

ご検索ください。
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１ 事業の目的                                   

中小製造業者が近隣との調和を図るために行う操業環境の改善（防音・防振・脱臭・浸水対

策等）に向けた取り組みを支援することで、本市のものづくり企業の集積を維持・強化するこ

とを目的としています。 

 ２ 助成対象者                                   

申請にあたっては、次のすべての要件を満たす必要があります。 

（１）主たる事業として日本標準産業分類に定める製造業を営んでいること。 

（２）中小企業者（資本金3億円以下又は従業員数300人以下）であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

①当該企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小

企業者以外の者（国、地方公共団体を含む））が所有している者 

②当該企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有して

いる者 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者 

（４）公租公課を滞納していないこと。 

（５）事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 

（６）川崎市暴力団排除条例に基づき、暴力団、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する

者がある法人等でないこと。（申請者が暴力団等であるか否かを確認するため、神奈川県

警察本部長に対し確認を行うことがあります。） 

（７）助成対象地域に工場を有していること。 

（８）過去２年度以内（令和４年度及び令和５年度）に本助成制度の交付決定を受けていないこと。 

 ３ 助成対象事業                                  

助成対象者が助成対象地域内で過去１年間以上、操業する既存工場（賃借の場合を含む。）に

おいて行う事業であって、次のすべての要件を満たすものとします。ただし、他の補助金等を

助成対象経費の一部に充当した場合又は生産設備の新規導入の場合は、対象外となります。 

（１）近隣との調和を図るために操業環境の改善を図る事業であって、次のいずれかに該当す

る事業 

①防音対策に係る事業 

②防振対策に係る事業 

③脱臭対策に係る事業 

④浸水対策に係る事業 

（２）助成対象経費の総額が１０万円以上の事業 

（３）事業（工事及び支払等）完了から３０日以内か令和６年（２０２４年）3 月 1５ 日（金）

のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、かつ、令和５年度内に現地調査を受け、事

業の成果を確認することができる事業 

  ※防音・防振対策を実施する場合は、次の基準を満たす対策を検討し、計画するとともに、

助成対象事業により対策を行う騒音・振動の発生源から生じる音・振動の計測を事業実施

前後に行い、騒音・振動の数値低減（事業の成果）を確認すること。   
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用途地域 騒音数値 振動数値 計測方法 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

５０ｄB ６０ｄB

原則として、次の方法によること

・事業実施前後において同一の条

件で第三者、あるいは第三者立合

いのもと申請者が計測を行うこと

・助成対象事業により対策を行う

騒音もしくは振動の発生源から最

も近い敷地境界線上において計測

を行うこと（ただし、他の敷地境

界線上に隣接する住宅がある場合

など、優先して効果測定を行うべ

き場所がある場合を除く） 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

５５ｄB ６５ｄB

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

６５ｄB ６５ｄB

工業地域 ７０ｄB ７０ｄB

 ※脱臭対策等を実施する場合は、原則として脱臭装置等のカタログ等により、事業実施によ

り見込まれる効果をあらかじめ確認すること。また、においの原因となる物質を特定し、

かつ、それが計測可能なものである場合には、事業実施前後に計測を行うことも検討する

こと。 

（４）必要な届出又は許認可を得ている事業（※） 

 ※「建築基準法」に関することはまちづくり局指導部建築審査課に、「川崎市公害防止等生活

環境の保全に関する条例」等の環境法令に関することは環境局環境対策部地域環境共創課

に御相談ください。 

４ 助成対象地域                                   

①防音・防振・脱臭対策 

市内全域が対象です。 

ただし、工業専用地域、都市計画法により住宅等の建築が制限されている地区（※）及び

市内のインキュベーション施設（かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、

テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター、ナノ医療イノベーシ

ョンセンター等）に入居する場合は対象外となります。 

※都市計画法により住宅等の建築が制限されている地区は下表のとおりです。 

 地区 所在区 

１ 殿町３丁目地区地区計画区域内のＡ地区、Ｂ地区及びＣ地区 川崎区 

２ 新川崎地区地区計画区域内のＡ地区、Ｄ地区及びＥ地区 幸区 

３ 久地地区地区計画区域内のＡ地区 高津区 

４ 栗木マイコン地区地区計画区域内の研究開発施設地区及び関連施設地区 麻生区 

５ 南黒川地区地区計画区域内の研究開発施設地区及び商業業務施設地区 麻生区 

②浸水対策 

  市内の各種ハザードマップ等において浸水の可能性を有する地域が対象です。 

  ※対象地域の該当につきましては、御相談ください。 
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 ５ 助成対象経費                                  

次に掲げる経費とします。 

※助成対象事業以外の事業と混合して支払いが行われており、助成対象事業に係る経費が区

分できないものは対象外となります。 

※消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税等の税金等、及び各種手数料（銀行振込手数料

等）は対象外となります。なお、振込手数料が先方負担となる場合、その金額分は値引き

があったものとして取り扱い、実際に振り込んだ金額の税抜金額のみが対象となります。 

※１件１００万円以上の契約を行う際には、原則として２者以上の市内中小企業者から見積

書を取得する（もしくは市内中小企業者による入札を行う）必要があります（※詳細は「７ 

市内中小企業者への優先発注」を参照）。 

 ６ 助成金の額                                   

助成金の額は、助成対象経費に助成率３／４を乗じた額と助成限度額３００万円とを比較し

て、いずれか少ない額とします。（１万円未満切捨て） 

 ※助成金は、予算残額等の事情により減額となることがあります。 

※助成金は、助成対象事業終了後の確定払いになります。 

 ７ 市内中小企業者への優先発注

申請にあたっては、本市が市内中小企業者の受注機会の増大を図るために制定した「補助金

等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向けた基本方針（令和元年１１月）」に基づ

き、助成対象経費として申請する経費のうち、１件の契約金額が１００万円を超える契約につ

いては、２者以上の市内中小企業者から見積書を取得する（もしくは市内中小企業者による入

札を行う）必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

（１）特殊な技術や、経験・知識を特に必要とする工事や特殊な物品の調達で購入先が限定さ

れる等、市内中小企業者では対応できない契約 

（２）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証等で、特定の企

業でなければアフターサービス等に支障がある契約 

①防音設備（生産設備等から発生する騒音を低減する設備）の設置及び防音を目的とし

た生産設備の改造・交換に係る費用 

②防音効果のある建物、建物附属設備等（防音壁、防音ガラス等）の設置に係る費用 

③工場内から出る騒音を低減するために行う空調設備（据置型空調設備等）の設置や改

修工事（外壁の断熱塗装、室内発電機の設置場所の変更工事等）に係る費用 

④防振設備（生産設備等から発生する振動を低減する設備）の設置及び防振を目的とし

た生産設備の改造・交換に係る費用 

⑤脱臭装置（生産設備や原材料等から発生する臭気を低減する設備）の設置及び脱臭を

目的とした生産設備の改造・交換に係る費用 

⑥臭気を低減するための改修工事（排出口の向きや位置、高さを変更する等、臭気を低

減するための工事）に係る費用 

⑦浸水対策を目的とした設備（止水板等）の購入・設置や建物の改修工事に係る費用 
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（３）１件の契約金額が、ＷＴＯ（政府調達協定）に定める次の基準額を超える契約 

区分 
適用基準 

（令和４年４月１日から令和６年３月３１日）
備考 

物品 ３，０００万円 物品の購入又は借り入れ 

建設工事 ２２億８，０００万円 すべての建設工事 

建設コンサルティング

サービス 
２億２，０００万円 設計業務、地質調査、測量等

一般サービス ３，０００万円 運送サービス等 

（４）その他市長が必要と認める場合 

※上記（１）～（４）のいずれかに該当し、２者以上の市内中小企業者から見積書を取得しな

い（入札を行わない）場合は、交付申請時に、理由書（第２号様式の別紙５）の提出が必要

です（※詳細は「１０ 申請書類」を参照。）。 

※上記（１）～（４）のいずれにも該当しない場合においても、２者以上の市内中小企業者か

ら見積書を取得した（入札を行った）上であれば、市内中小企業者以外の者と契約を締結す

ることは可能です。 

※契約相手が市内中小企業者であるか否かに関わらず、実績報告時に、１件１００万円を超え

る契約についての発注実績報告書（第８号様式の別紙２）の提出が必要です（※詳細は「１

４ 実績報告書類」を参照。） 

※市ＨＰ（http://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000112792.html）において、

「川崎市競争入札参加資格名簿」に登録されている市内中小企業者をリスト化して公開して

いますので、見積書の発行を依頼する市内中小企業者を探す際や、見積書を取得した企業が

市内中小企業者に該当しているか確認する際に、ご活用ください。 

 市ＨＰのトップページ上部の検索画面に「優先発注 名簿」と入力するか、上記ＵＲＬから

アクセスください（※右下のＱＲコードからもアクセス可能です。）。 

検索優先発注 名簿

（スマートフォン、携帯電話の方はこちらを御利用下さい）→ 
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※上記名簿は全ての市内中小企業者を掲載しているものではありません。名簿に掲載されてい

ない市内中小企業者から見積書を取得する際には、併せて「市内中小企業者であることの誓

約書（第２号様式の別紙４）」を提出いただく必要があります。

 ８ 手続きの流れについて                                

 ※工事着手可能時期は、交付決定通知後（交付申請からおよそ１～２箇月後）となりますの

で、十分に注意してください。なお、事業の着手には、契約や注文も含みます。 

工
事
完
了

交
付
申
請

審
査

交
付
決
定
・
通
知

交
付
額
確
定
・
通
知

交
付
請
求

助
成
金
交
付

工
事
着
手

実
績
報
告

現
地
調
査

同一年度内 

工事着手前に申請

してください。 

交付決定通知後に事業に

着手してください。（※）

事業完了から 30 日以内か令和６年

3 月 1５ 日（金）のいずれか早い日

までに提出してください。 

名簿はこちら 

名簿の利用方法 

はこちら 

参考 
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 ９ 申請書類の提出等                                

申請書類の提出は、事前に御連絡の上、下記の申請窓口に直接持参して下さい。ただし、事

前に御相談いただいた場合は、郵送でも構いません。 

（※土曜、日曜、祝日を除く。受付時間8時30分から17時15分まで） 

 ※申請に必要な書類がすべてそろっているものを受付とします。（書類に不備があると受付

できませんので、御注意ください。） 

 ※申請書類の受付は毎月末を締切（必着）とし、予算額に達した月に募集を終了します。 

 ※予算額に達しない場合でも、令和６年（２０２４年）１月３１日（水）に募集を終了します。 

 ※【操業環境改善支援事業】に係る申請は２年度（令和４年度及び令和５年度）内に１件ま

でとします。また、同一の助成対象事業について、【操業環境改善支援】と【立地促進】を

併用することは出来ません。 

 １０ 申請書類                                    

次の書類を各２部（正本１部、副本（正本のコピー）１部）作成し、正本１部を提出してく

ださい。（提出書類は返却しません。） 

また、申請される際は、チェックリスト（別紙）に記名したものを、申請書類と併せて御提

出ください。 

申請書類は川崎市ホームページからダウンロードできます。 

（１）交付申請書（第２号様式） 

（２）企業概要書（第２号様式の別紙１） 

（３）事業計画書（第２号様式の別紙２） 

（４）誓約書（第２号様式の別紙３） 

（５）企業概要（パンフレット等） 

（６）法人の履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は、開業届の写し、確定申告書の

写し、個人事業税の納税証明書等、個人事業主であることが確認できる書類）

（７）直近の市税納税証明書（法人市民税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、

固定資産税（償却資産）） 

（８）計画概要資料（位置図、平面図、立面図等） 

（９）現工場（既存工場）の現況写真（外観・内部） 

（１０）当該事業の実施に伴う効果が分かる資料（カタログ、仕様書等） 

（１１）建築計画概要書の写し、建築確認等台帳記載証明書等 

（１２）経費積算に係る見積書等の写し 

（１３）市内中小企業者であることの誓約書（第２号様式の別紙４）（１００万円を超

える契約について、川崎市の競争入札参加資格名簿に登載されていない市内

中小企業者から見積書を取得する場合に限る。） 

◆申請窓口◆ 

川崎市経済労働局経営支援部 経営支援課 立地調整担当

  川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル10階  

  電話 044-200-2333         
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  ※上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 

 １１ 選定の方法

申請受付後に書類審査を行い、助成金の交付の可否を決定します。審査にあたって必要があ

ると認めるときは、申請者へのヒアリング又は現地調査を行う場合があります。 

決定後、交付決定通知（又は不交付決定通知）をお送りします。（通知の送付は、通常、申請

受付の翌月下旬頃になります。） 

 １２ 事業計画の変更等          

次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認が必要となりますので、下記の書類

（第５号様式）を提出してください。事業計画の変更等が生じることが判明した時点で、経営

支援課に御相談ください。 

なお、交付条件を満たさなくなる場合等、変更内容について市長の承認が受けられない場合

があります。 

事業計画の変更等 提出書類 

（１）事業計画の内容を変更しようとするとき。 事業計画変更承認申請書 

（２）事業計画の全部若しくは一部を中止し、又は廃止し

ようとするとき。 

事業計画中止（廃止）承認申請

書 

（３）事業計画の全部又は一部を他に承継させようとする

とき。 

事業計画承継承認申請書 

※交付申請後に、助成対象事業の内容の大幅な変更や、助成対象経費の増額の変更はできま

せん。 

 ＜軽微な変更について＞ 

次のいずれかに該当する軽微な変更であるときは、実績報告書を提出する際に合わせて届け

出ていただくことで事業計画の変更とみなすことができます。 

※なお、軽微な変更が生じる場合でも事業計画の変更等が生じることが判明した時点で、 

経営支援課に御相談ください。 

（１）助成対象事業の目的及び効果に影響を及ぼさない範囲の細部の変更 

（２）事業実施期間を前倒しする場合 

（３）事業計画書に記載の事業内容に変更を及ぼさない範囲での事業の一部を中止する場合で

あって、助成対象経費から該当分を除算する場合 

（４）同一費目において経費の配分を変更する場合であって、事業計画書に記載の事業内容に

変更が生じない場合 

（５）費目間での経費の配分を変更する場合であって、変更を要する金額が補助対象経費の合

計額の３割以内となる場合かつ事業計画書に記載の事業内容に変更が生じない場合。 

（１４）入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第２号様式の別紙５）（１００

万円を超える契約について、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内

中小企業者から見積書を取得しがたい事由がある場合に限る。 

（１５）建物所有者の承諾書類（当該事業を申請者以外のものが所有する建物におい

て実施する場合に限る。） 
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（６）助成対象経費を増額する場合であって、助成金額に変更が生じない場合かつ事業 

計画に記載の事業内容に変更が生じない場合。 

（７）その他、市長が軽微と認める場合

 １３ 交付決定の取消し等                              

 次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付し

た助成金の全部又は一部を返還していただくことがあります。 

（１）川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金交付要綱の規定に違反したとき。 

（２）助成金の交付を受けるまでに助成の対象に係る要件を欠くことになったとき。 

（３）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った指示

又は命令に違反したとき。 

（４）天災地変その他助成対象事業の交付決定後に生じた事情の変更により助成対象事業の全

部又は一部を継続することができなくなったとき。 

（５）偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（６）助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。 

（７）助成対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。 

（８）事業計画の全部若しくは一部の中止又は廃止の申請を行ったとき。 

（９）川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成金交付要綱第19条の規定に違反した

とき。 

（１０）市長が交付決定を取り消すことが適当であると認めるとき。 

※補助金の返還をしていただくときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算

金を本市に納付する必要があります。 

※補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合は、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金を本市に納付しなければなりません。 

 １４ 実績報告書類                                 

次の書類を各２部（正本１部、副本（正本のコピー）１部）作成し、事業（工事及び支払等）

完了から３０日以内か令和６年（２０２４年）3 月 1５ 日（金）のいずれか早い日までに、

正本１部を提出してください。（提出書類は返却しません。） 

（１）実績報告書（第８号様式） 

（２）事業実績書（第８号様式の別紙１） 

（３）発注実績報告書（第８号様式の別紙２）（１００万円を超える契約・発注を行った

場合に限る。） 

（４）当該事業の実施に係る注文書、契約書、納品書、請求書、領収書等の写し 

（５）当該事業の実施により購入した設備の配置や工事箇所がわかる図面及び写真等 

（６）事業の効果を確認するための事業実施前後の騒音等測定結果資料等（防音対策も

しくは防振対策を実施する場合に限る。） 

（７）交付申請書の添付書類のうち変更のあった書類 
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 ※上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 

※実績報告の基礎となる助成対象経費は、交付決定された助成対象経費を超えることはでき

ません。 

 １５ 助成金の交付等                                

（１）報告された内容を審査し、現地調査等を行い、助成金の額を確定します。確定後、交付

額確定通知書により助成金の確定額を通知します。 

（２）助成金の交付を受けようとするときは、交付額確定通知書を受理した後、速やかに請求

書を提出してください。請求日から３０日以内に指定口座に振り込みます。 

 １６ 交付決定者の責務                                

（１）産業の振興に関する市の施策に協力するとともに、工場等の周辺環境の良好な維持に努

めなければなりません。 

（２）助成対象事業の実施及び操業に際し、市内企業を積極的に活用するよう努めなければな

りません。 

（３）助成事業に係る帳簿及び書類を、助成金額確定日の属する年度の終了後１０年間保存し

なければなりません。 

 １７ 財産の処分の制限について                                

この助成対象事業により取得した財産の所有権は、申請者に帰属します。ただし、当該財産

のうち、取得価額又は効用の増加した価格が単価５０万円以上のものについて、助成金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保にしようとするとき

は、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。ただし、下記に該当する場合はこの限

りではありません。 

（１）助成金額確定日の属する年度の終了後１０年間を経過した場合 

（２）「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定する年数を経過した場合 

（３）やむを得ない事由によると市長が認めた場合 

 １８ その他                                     

（１）採択となった場合には、企業名、代表者名、事業概要等の公表や、事業実施により購入

した設備や工事箇所の写真の広報等での使用をする場合があります。 

（２）助成事業終了後、当該助成事業の成果を確認するために、ヒアリングへの協力又は報告

を求める場合があります。また、当該助成事業に限らず、経済労働局が実施する調査、ヒ

アリング等への御協力をお願いします。  
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【操業環境改善支援】 交付申請チェックリスト  

令和   年  月  日 

企業名 

代表者職・氏名                   

確認事項 チェック

・主たる事業として日本標準産業分類に定める製造業を営んでいる。 

・中小企業者（資本金3億円以下又は従業員数300人以下の会社及び個

人）である。 

・次のいずれにも該当していない。 

①当該企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一

の大企業（中小企業者以外の者（国、地方公共団体を含む））が所有してい

る者 

②当該企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企

業が所有している者 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め

ている者 

・公租公課を滞納していない。 

・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している。  

・川崎市暴力団排除条例に基づき、暴力団、代表者又は役員のうちに暴力団

員に該当する者がある法人等でない。 

・助成対象地域（工業専用地域、都市計画法により住宅等の建築が制限され

ている地区及び市内のインキュベーション施設を除く市内全域）に工場を

有している。 

・同一テーマ・内容（一部重複する場合を含む）で国・神奈川県・川崎市等

から助成を受けていない。 

・生産設備の新規導入ではない。 

・助成対象経費の総額が１０万円以上になっている。 

・助成対象経費に、消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税等の税金

等、及び各種手数料（銀行振込手数料等）は含まれていない。  

・助成対象事業の工事に着手していない。 

・令和６年（２０２４年）３月１５日（金）までに事業完了及び実績報告

の提出が可能なスケジュールとなっている。  

・提出書類等に不備がない。  

・本公募要領の内容を確認した。  

別紙 


